川崎市建築確認申請等事前審査制度要領　
川崎市まちづくり局指導部建築審査課

（目的）
第１　本要領は、建築基準法（以下「法」という。）第１８条の３の規定により定められた平成１９年国土交通省告示第８３５号「確認審査等に関する指針等」に基づく確認審査等を円滑に運用するために実施する建築確認申請等事前審査（以下「事前審査」という。）について必要な事項を定める。
（適用範囲）
第２　本要領は、川崎市建築主事（以下「建築主事」という。）へ法第６条第１項に定める確認申請又は法第１８条第２項に定める計画通知を行う予定の建築物のうち、法第６条第５項又は法第１８条第４項に定める構造計算適合性判定を求めることとされる建築物又は建築物の部分が含まれる建築物等で、建築主事が特に事前審査が必要と認めるものについて適用する。
（事前審査の手続き等）
第３　事前審査を受けようとするものは、必要な関連規制の事前協議を終えた後、別に定める「建築確認申請等事前審査願書」（以下「願書」という。）に建築基準法施行規則第１条の３に規定する図書及び書類（ただし、副本は１通とする）を添えて、建築主事に提出するものとする。
（設計者の義務）

第４　設計者は、法第６条第１項に定める建築基準関係規定に適合するよう設計し、図面を作成しなければならない。

２　設計者は、別に定める確認申請チェックリストで提出図書の確認を行った上、そのチェックリストを提出図書に添付しなければならない。
（事前審査の内容等）
第５　建築主事は、意匠、構造及び設備に関する事項について、建築基準関係規定に適合するかどうかを審査する。ただし構造計算適合性判定及び消防長等の同意に係る部分の審査は行わない。
　
（事前審査の結果の通知）

第６　建築主事は、第５の審査の結果、建築基準関係規定に適合することを認めたときはその旨を、建築基準関係規定に適合しないことを認めたとき、又は建築基準関係規定に適合するかどうかを決定することができないときはその旨、及びその理由を記載した事前審査結果通知書を建築主に通知する。

（事前審査の目標審査期間）

第７　建築主事は、願書受付後２１日以内を目標に、第６の事前審査の結果を通知するよう努める。

（図書の訂正等）

第８　建築主事は、建築物の計画が建築基準関係規定に適合しないことを認めたとき、又は提出された図書の記載によっては建築基準関係規定に適合するかどうかを決定できないときは、図書の訂正又は追加説明（以下、「訂正等」という。）を求める。

（事前審査の終了）

第９　建築主事は建築基準関係規定に適合することを認めたとき、又は第８により求めた訂正等が終了したことが認められたときを事前審査の終了とする。
（確認申請の提出）
第１０　建築基準関係規定に適合するものとして事前審査を終了したものは、川崎市建築主事に確認申請を提出するものとする。
２　事前審査で提出した書類は、事前審査終了後、確認申請又は計画通知時の申請図書の一部として扱うこととする。
附則　　
１　この要領は、平成２１年１月５日から施行する。

２　施行後６ヶ月以内に要領の見直しを行う。

附則
１　この要領は、平成２１年７月６日から施行する。
附則
１　この要領は、平成２１年１０月１日から施行する。

